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情報収集・情報宣伝に関する活動 
 

学生自治会は、より学生の実情に沿った活動を行うために、学生の意見や要望および

大学や学生生活に関する情報を収集しています。また、学生にとって有用な情報を発信

することは、学生が情報を得る機会の増加につながり、大学の制度などの実態を知るこ

とで、学生が大学に対して意見を発しやすくなるため、学生の意見が大学に反映されや

すくなると学生自治会は考えます。そのため学生自治会は学生にとって有用な情報を宣

伝しています。 

学生自治会は、インターネットや中百舌鳥キャンパスおよびり

んくうキャンパスに設置している意見箱などを活用し、学生の意

見や要望、大学や学生生活に関する情報を収集します。収集した

学生の意見や要望は必要に応じて大学などの関係各所に伝え、回

答を要請します。また、学生自治会に対する意見や要望は適宜活

動の参考にします。 

さらに、大阪府大学教職員組合や学生センターとの話し合いを

通して、大学や学生生活に関する情報の収集を行います。収集し

た情報は必要に応じて学生に対して宣伝します。 

学生自治会は、自治会総合情報誌『NASCA』やウェブサイト、

『Twitter』などの情報宣伝手段を活用し、大学や学生生活、学

生自治会に関する情報宣伝を学生に対して行います。なお、学

生自治会に寄せられた意見や要望に対する学生自治会および

大学からの回答は、必要に応じて自治会総合情報誌『NASCA』

やウェブサイトに掲載します。 
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